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（一財）鳥取県交通安全協会倉吉地区協会北栄支部総会 

 

本日は、総会の開催、誠におめでとうございます。 

また、日頃は、磯江支部長さまをはじめ、役員の皆さま、各自治会の交通部長さま、

そしてこの会の会員ではありませんが、交通安全指導員の皆さまには、町の交通安全

の推進にご尽力いただき、感謝申し上げます。 

さて、新型コロナウイルス感染症の影響で皆さまの活動も中止や縮小となっていた

ところですが、5月 8日以降は、季節性のインフルエンザと同じ扱いになったという

ことです。しかしながら、まだまだ感染力も強いこともあり、油断することなく、日

常生活や作業に取り組んでいただいたらと思います。 

 昨年は、町内では 28 件の交通事故が発生し、その前の年より 4 件の増加でした。

死亡事故も 1 件ありました。ちなみに、鳥取県内では、交通事故は 18 年連続で減少

しています。本町の状況は、残念な結果であるといえます。 

 4月 1日からは、全ての自転車乗用者にヘルメット着用が努力義務となりました。

そのうち、義務化になってくると思いますが、どちらにせよ、事故にあった際には、

自分を守る大きな役割を果たしますから、着用をお願いしたいと思います。 

 交通事故のない安全で快適な交通社会の実現は、町民全体の願いです。 

本支部の結束を強化され、関係機関や団体、地域と連携され、町内から交通事故が

1件でも少なくなるよう願います。 

 本日の総会が皆さまにとって、有意義な会となりますこと、そして北栄支部の益々

の発展と本日ご参集の皆さまのご健勝とご多幸を祈念し、お祝いのあいさつとさせて

いただきます。 

 

 

令和 5年 5 月 26 日 

北栄町長 手嶋俊樹 


